
 第１７回 白川・東白川地域公共交通活性化協議会 次第 

 
日 時 令和 3年 2月 24日（水）午前 9時 30分～ 
場 所 白川町町民会館 １階大研修室 

 

１． 開会 

 

２．会長あいさつ   白川町長  横家 敏昭 

副会長あいさつ  東白川村長 今井 俊郎 

   〃       名古屋大学大学院教授 加藤 博和 

（議事進行） 座長： 白川町副町長 佐伯 正貴 

 

３．報告事項 

（１）委員の就任について 【委員名簿】 

（２）令和２年度白川・東白川地域公共交通活性化協議会事業実施状況等について    【資料 １】 

（３）おでかけしらかわ・ひがししらかわの利用実績について 【別冊 １】 

（４）おでかけしらかわサポート便の利用実績について  【別冊 ２】 

 

４．協議事項 

（１）おでかけしらかわ・ひがししらかわの見直しについて（１０月改正案） 

   ・白川病院バスとの連携及び濃飛バス白川中央線の見直しについて 

   ・見直しに伴う「白川・東白川地域公共交通網形成計画」の修正について 

【資料 ２】 

 

 

（２）おでかけしらかわサポート便の運行について 【資料 ３】 

（３）福祉有償運送の実施（案）について    【資料 ４】 

 

５．その他 

  

６．閉会 

 

＜配付資料＞ 

席次表 

資料１  令和２年度白川・東白川地域公共交通活性化協議会事業実施状況 

 資料２  病院バスとの連携（町営バスとの統合）及び白川中央線の見直しについて 

 資料３  「おでかけしらかわサポート便」の運行について 

 資料４  福祉有償運送の実施（案）について 

別冊１  おでかけしらかわ・ひがししらかわ利用実績 

 別冊２  おでかけしらかわサポート便の利用実績 

 



（敬称略）

役　職　等 氏　　名

1  白川町長  横家　敏昭

2  東白川村長  今井　俊郎

3  白川町議会議長  今井　昌平 ※新任

4  東白川村議会議長  樋口　春市

5  公益社団法人岐阜県バス協会専務  林　直樹

6
 濃飛乗合自動車株式会社
 企画統括部企画管理課長

 有路　秀彦

7  岐阜県交通運輸産業労働組合協議会  山下　光生

8  大新東株式会社  佐藤　久仁

9  東海旅客鉄道株式会社  豊田　智隆

10  医療法人白水会　白川病院  松本　茂 ※新任

11  住民代表  白川町  白川町自治協議会長会会長  佐藤　滋

12  白川町商工会長  古田　文英

13  白川町観光協会長  鈴村　雄二

14  白川町老人クラブ連合会長  細江　照男

15  白川町公共交通利用者代表  笹本　恵子

16  白川町中学校ＰＴＡ役員  中嶋　英隆

17  白川町校長会会長  纐纈　眞彦

18  白川町バス通学高校生保護者代表  杉山　周三

19
 白川町社会福祉協議会推薦
 高齢者生活実態精通者

 安江　知加子

20  東白川村  東白川村区会長  樋口　新祐

21  東白川村老人クラブ連合会代表  安江　力男

22  東白川村高校生保護者会代表  安江　淳

23
 中部運輸局岐阜運輸支局
 首席運輸企画専門官

 久世　真

24
 中部地方整備局岐阜国道事務所
 管理第一課長

 中村　澄之

25  可茂土木事務所施設管理課長  堀場　一彦

26  加茂警察署交通課長  村嶋　憲二

27
 都市公園整備局公共交通課長兼リニア
 推進室長

 幸畑　哲也

28  名古屋大学大学院環境学研究科教授  加藤　博和

29  白川町副町長  佐伯　正貴

30  東白川村副村長  桂川　憲生

31  白川町役場建設環境課長  藤井　充宏

32  東白川村役場建設環境課長  有田　尚樹

 国土交通省

 岐阜県

 学識経験者

 副町長

 副村長

 町村職員

白川・東白川地域公共交通活性化協議会委員名簿

構 成 区 分 備　考

 町村長

 議会推薦

 事業者



 

令和２年度 白川・東白川地域公共交通活性化協議会事業実施状況 

 

１．会議の開催 

 （１）協議会の開催 

回・日時・場所 内          容 

【第 15回】 

 

令和 2年 

7 月 22日（水） 

午前 9時 30 分～ 

 

白川町役場分館  

3 階 大会議室 

 

報告事項 

（１）令和元年度白川・東白川地域公共交通活性化協議会事業報告及 

び収支決算について 

（２）令和 2年度白川・東白川地域公共交通活性化協議会事業計画及 

び収支予算について 

（３）濃飛バス白川東白川線のダイヤ改正等について 

協議事項 

（１）おでかけしらかわ・ひがししらかわの利用実績について 

（２）新型コロナウイルス感染症予防対策について 

（３）地域の公共交通崩壊を食い止めるための緊急アピールの決議に 

ついて 

（４）おでかけしらかわ・ひがししらかわの改善案について 

（５）今後の進め方について 

その他 

（１）法改正の概要等について 

 

 

【第 16回】 

 

令和 2年 

9 月 4 日（金） 

午後 3時～ 

 

白川町役場分館  

3 階 大会議室 

 

報告事項 

（１）濃飛バス白川東白川線のダイヤ改正及び白川中央線の停留所新 

設について 

（２）おでかけしらかわ・ひがししらかわ「Free Wi-Fi」の運用開始 

について 

協議事項 

（１）おでかけしらかわ・ひがししらかわの見直しについて 

（２）町営自家用有償旅客運送の更新登録申請について 

（３）試験運行「おでかけしらかわ・ひがししらかわサポート便」の 

  見直しについて 

その他 

（１）しらかわ・ひがししらかわ道の駅レシートラリー2020について 

 

 

資料 １ 



【第 17回】 

 

令和 3年 

2 月 24日（水） 

午前 9時 30 分～ 

 

白川町町民会館  

1 階 大研修室 

報告事項 

（１）委員の就任について 

（２）令和 2年度白川・東白川地域公共交通活性化協議会事業実施状況

等について 

（３）おでかけしらかわ・ひがししらかわの利用実績について 

（４）おでかけしらかわサポート便の利用実績について 

協議事項 

（１）おでかけしらかわ・ひがししらかわの見直しについて 

（２）おでかけしらかわサポート便の運行について 

（３）福祉有償運送の実施（案）について 

その他 

 

 

（２）幹事会の開催 

    ・開催なし 

（３）分科会及び地域部会の開催 

    ・分 科 会   開催なし 

    ・地域部会    別紙資料のとおり 

 

２．地域の足の確保 

 （１）路線バス（濃飛バス２路線）の運行 

 （２）町営自家用有償運送の実施：白川町 

 （３）無料代替バスの運行：東白川村 

 

３．その他 

 （１）高校等の分散登校に対する臨時運行 5/25 ～6/12 

 （２）愛知県新城市視察対応 6/26 

    ・コミュニティバスセンター業務説明 

    ・乗車体験（濃飛バス中央線、黒川ハッピー） 

    ・黒川ハッピー運行業務説明 

 （３）しらかわ・ひがししらかわ道の駅レシートラリー 5/1 ～ 9/30 

    ・１０１人応募（前年７５人） 

 （４）おでかけしらかわバス待合所の設置 11月 

    ・買物カート置場を併設 

 （５）岐阜県知事選挙期日前投票啓発 

    ・２６人利用（利用者は運賃無料、町選挙予算から補てん） 



地域部会の活動状況について 

 

【部会長会議】 

  ８月１７日  地域部会部会長会議（おでかけしらかわの見直しについて） 

 

【白 川 地 区】 

８月 ７日  地域部会会議（予約制バス等の利用状況、運行の見直しについて） 

３月     高校通学バスに関する懇談会 

 

【白川北地区】 

  ８月１２日  地域部会会議（予約制バス等の利用状況、運行の見直しについて） 

  ２月～３月  マイナンバー作成手続きにバスを利用した方へ１日乗車券の進呈 

  ３月     高校通学バスに関する懇談会 

 

【蘇 原 地 区】 

  ７月 １日  地域部会会議（予約制バス等の利用状況、運行の見直しについて） 

  ３月     高校通学バスに関する懇談会 

 

【黒 川 地 区】 

  ６月２４日  愛知県新城市視察受け入れ 

  ６月３０日  地域部会会議（予約制バス等の利用状況、運行の見直しについて） 

  ９月２７日  地域運転手研修会 

 １２月２４日  地域部会役員会（黒川ハッピーの運行について） 

１２月     黒川ハッピー周知チラシの配布 

  ３月     高校通学バスに関する懇談会 

 

 

 

 

 

 



 

【佐 見 地 区】 

  ４月１６日  地域部会役員会（今後の運行体制、運行内容について） 

  ７月３０日  地域部会会議（利用状況、運行の見直しについて） 

 １０月 ３日  地域運転手研修会 

 １２月 ９日  佐見小学校児童体験乗車会 

 １２月１１日  地域部会役員打合せ会議 

  ３月     高校通学バスに関する懇談会 

 

 

～ 佐見地区 高校生からの手紙 ～ 



病院バスとの連携（町営バスとの統合）及び白川中央線の見直しについて 

 

１．白川病院バス運行の現状について 

 資料：別紙のとおり 

 

２．白川・東白川地域公共交通網形成計画の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施策４ 地域内モビリティの有効活用（事業者間の連携） 

 病院バスや社会福祉法人の福祉車両、スクールバスなど地域内の各事業者が連携し、地

域内のモビリティを有効活用します。 

 

 

３．統合のスケジュール・進め方について 

 病院バスとの連携・統合については、当協議会で状況報告及び協議をしながら段階を追っ

て進めることとしたい。 

段 階 時期（予定） 内 容 

第１段階 令和３年１０月 

幹線（黒川線・東白川線）の統合 

※黒川線の統合に伴う「濃飛バス白川中央線」

の運行見直し 

第２段階 令和４年 ４月 支線の統合 

第３段階 令和４年１０月 全運行の統合 

個別事業の概要 2018 2019 2020 2021 2022

早朝時間帯におけるスクールバス車両の活用
（高校生の通学等、10人以上の乗車にも対応）

協議会
白川町

社会福祉法人等による福祉有償運送
（福祉車両を用いたドアｔｏドアによる運行、お出かけ先で
の介助を実施する）

協議会
白川町
社会福祉法人

病院バスとの連携
（病院バスの活用に関する実証実験・アンケート・ヒアリン
グを実施し、公共交通との連携の道を探る）

協議会
白川町
病院

基本方針２ 

地域で公共交通システムを「守ります」 

いつまでも住み続けられるための暮らしの足を確保します 

 

目標２ 

①地域部会が活動の中心となります 

②担い手（運転手）の確保や事業体の運行管理体制を支援し、持続可能な公共交通シス

テムをつくります 

③さまざまな事業者や団体が連携し、効率的かつ効果的に運行します 

資料 ２ 



白川病院バス運行の現状について 2021.2.24

医療法人白水会 白川病院　

１．白川病院通院用路線便の運行

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎：運行 日曜・祝日は運休

２．病院バス路線便、個別送迎の取り組み内容

① 黒川小坂地区巡回した後、病院への直行便を運行する。（毎週火曜日）

② 冬季大型バスが行けないところを個別送迎する。　（無渡、黒川小坂、柿反の奥、急な坂道のあるところ）

③ 各路線便にて個別の送迎依頼がある場合は、ルートから外れて迎えに行くことがある。

　※経由できない場合は個別送迎を行う。

④ 病院バスの通りまで出られない方は個別送迎する。

⑤ 体が不自由でバスに乗れない方は個別送迎する。

⑥ 坂の東地区の方は個別送迎があれば対応する。

⑦ 行きの路線便に乗り遅れたという問い合わせの場合、個別送迎する。

⑧ 帰りの路線便の乗り遅れ、薬待ちが長くなる等で、バスを待たせてしまう場合、個別送迎する。

⑨ 路線便の帰り回送バスで患者迎えを行うことがある。患者送りは個別送迎する。

⑩ 病院内各部署（ケアマネージャー、歯科、眼科）や白川町の機関（包括支援センター、社協）より

個別送迎の相談がある場合は対応する。

⑪ 個別送迎の履歴のある人で次回予約に送迎依頼が無い場合、送迎の有無を確認する。

⑫ 個別送迎依頼の方を路線便で乗れるように予約を調整、迎えルートを調整する。

七宗線

白川北線（小川線含む）

和良線

金山線

広野線

河岐線

和泉線・天神線

東白川線

黒川線
蘇原線（赤河線含む）

佐見線
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３．保有車両

車両の種類 台数

28人乗り 2台 バス運転手 ４人

14人乗り １台 （１種免許：中型限定解除以上保有）

９人乗り １台

７人乗り １台

４人乗り １台

４．町営バスに白川病院バスを統合する、利用者のメリット

① 病院への直通便ができることで利用者が乗りかえ無く病院に来れる。

② 濃飛バスと病院バスが同時刻に同路線で運行している部分は、統合することで濃飛バスの

利用者増加になる。利用者にも分かりやすい公共交通が提供できる。

③ 病院バス利用者が町営バス、濃飛バスを利用することで乗車率増加が見込める。

④ 今までは病院の利用者は病院と自宅の往復のみでした。統合することで、病院+買い物、

病院+役所・銀行等の利便性が良くなる。

一人暮らしの方の病院ついでの買い物等が利用しやすくなる。

⑤ 病院予約と町営バス予約の組み合わせにより事前に乗車見込みがたてられる。

⑥ デイケア車輌の統合により足の不自由な方へのサービス提供が可能になる。
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資料 ３ 
 

「おでかけしらかわサポート便」の運行について 

１．目 的 

   現行の「おでかけしらかわ・ひがししらかわ（濃飛バス、町営自家用有償旅客運送）」

では、対応することができない需要を把握するため試験運行として実施する。 

２．試験運行における利用実績 

 （１）令和元年１１月～令和２年３月（５ヵ月間） 

  ・白川タクシー（道路運送法第２１条）による運行：延べ利用者数 ４５人 

 （２）令和２年４月～令和３年１月（１０カ月間） 

  ・白川町営自家用有償旅客運送による運行：延べ利用者数 ５１１人 

 （３）利用の実態 

  ・タクシーに近い乗り物として、休日の通院や買い物に利用がされている。 

  ・ＪＲ利用者の自宅から駅まで、駅から自宅までの片道利用がされている。 

  ・目的地までの直行便かつ「おでかけしらかわ・ひがししらかわ」と同運賃のため便利

な乗り物となっている。 

 

※町村内唯一のタクシー会社が廃業し、休日の来訪者をはじめとした移動に関する

支障が大きくなっている。 

３．運行期間 

   令和３年３月末までの予定を令和３年９月末まで延長 

   ※１０月に見直しを予定する次の内容と合せて運行のあり方を検討する。 

    ①病院バスとの統合 

②濃飛バス白川中央線の見直し 

③濃飛バス白川東白川線の午前中の空白の解消 

④運賃の明確化 

４．運行の位置付け 

   白川町営自家用有償旅客運送の予約制バスとして運行 

５．便の名称 

   「おでかけしらかわフレックス便」 

   ※フレックス（フレキシブル）・・・「柔軟な」「順応性のある」 

 

 



 

６．運行の方法 

   ①前日までの事前予約制により運行（直前の予約であっても可能な範囲で対応） 

     予約先：コミュニティバスセンター ＴＥＬ：０５７４－７４－１００１ 

   ②コミュニティバスセンターに配置する車両を使用（最大２台） 

７．運 賃 

   おでかけしらかわ・ひがししらかわの１日乗車券運賃を適用する 

（地区内４００円、地区外６００円、定期券、回数券も使用可） 

８．運行の範囲 

  白川町内 

９．今後の課題 

   ①白川町から東白川間への移動、東白川村内での移動について 

   ②上記運行に伴う運賃の見直し（現状は暫定的な運賃） 



福祉有償運送の実施（案）について 

 

１．実施目的 

   身体等が不自由なことにより、単独でおでかけしらかわ・ひがししらかわを利用する

ことが困難な方の外出を支援し、誰もが暮らしやすい町とすることを目的とする。 

 

２．運送主体 

（１）社会福祉法人 白川町社会福祉協議会（白川町三川） 

  （２）社会福祉法人 サンシャイン福祉振興会（白川町坂ノ東） 

   ※町は運送主体に対し補助金の交付等支援をする。 

 

３．運送方法 

  （１）登録制 

  （２）事前申込による個別輸送 

 

４．運営体制 

   町内統一の運行方法（対象者、運賃等）を定め、各運送主体において、登録・利用 

申し込みの受け付け、車両・運転者の手配及び運賃の収受を行う。 

 運行管理体制、整備管理体制も各運送主体で整備する。 

 

５．実施スケジュール 

   令和３年 

  ２～３月  移動実態及びニーズ調査（アンケート調査） 

       ４月  運送規程の作成（対象者、運送区域、対価等） 

        〃   実施体制の整備（運営体制、運行管理体制等） 

       ６月  白川・東白川地域公共交通活性化協議会での協議 

        〃   福祉有償運送登録申請書の提出 

       ８月  福祉有償運送開始（試験運行 ～令和４年１月まで６カ月間） 

      １２月  試験運行の検証（必要に応じて規程に見直し、変更登録） 

   令和４年 

 ２月  福祉有償運送の本格運行開始 

 

 

 

 

 

当面は、人工透析患者の通院支援、身体障がい者（車いす利用者等）の移動支援に取 

り組むこととする。（実態調査、ニーズ調査のうえ、当初６ヵ月間を試験運行期間とする。） 

その後、ニーズの有無により精神障がい者、知的障がい者、要介護認定者、要支援認 

定者等を対象に加えることについては、おでかけしらかわ・ひがししらかわ、無償移送サ

ービス（病院送迎バス等）との連携等、持続可能な交通網となるよう協議を行う。 

資料 ４ 
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項目
R2年度（2020） R3年度（2021）

 定款変更許可

 登記変更手続

支局事前相談

●

打合せ会議

（実施主体・町）

変更申請書提出  登録証交付

 第17回活性化協議会

(方向性、時期等について説明)

 第18回活性化協議会

(実施に向けた協議)

 第19回活性化協議会

●岐阜運輸支局

登録手続き

●

その他

 議会報告

登録申請書提出

法人定款変更

 登録証交付

議会報告

 運行管理者基礎講習

　　定時評議員会（変更協議）

　　定款変更許可申請書提出

打合せ会議（スケジュール作成、ニーズ調査方法）

事前相談 申請書事前確認

 運転者講習（5名受講）

議会報告

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

福祉有償運送実施スケジュール（案）

町・議会

補助金交付決定

打合せ会議（ニーズの確認、運営規程の検討）

補助金交付要綱作成

2月 3月 4月 5月 6月

 第20回活性化協議会

(試験運行の検証、本格化の検討)

打合せ会議（実施状況の確認、本格化に向け検討）

打合せ会議（運営規程の策定、運営体制等の検討）

打合せ会議（運営体制の確認、登録申請書類作成）

全体の流れ

地域公共交通

活性化協議会

実態・ニーズ調査
運営規程の策定

運営体制、運行管理体制の整備

周知期間

個別案内
試験運行（8月～1月 6カ月間） 本格運行


